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二上 記審査請 求人 から平成 ２３年 １０月白39 日付 け で提 起 め あ っ た 生活 保 護 法
（昭 和25･ 年･法 律 第 １ ４ ４ 号． 以 下 「法 」 とい う．） 第 ２４ 条第 ５項で 準 用` す

る 同 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 生 活保護変 更 申請却 下処 分に係 る審査請 求につい

て、 次のとお り裁 決す る．　　　　．･．．･･．　．・．･．．･　　　　　　　　　　　 ．･．　・ ．

∇．　　　　　 二　　　　　 主 ’ 文
■　　　　　　　　 ／　　　　　　　　　　　　　．　 ．　　　　　●　　　Ｉ　　　　．･　　　　　　　“

Ｉ　　　．　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処 分 庁 が 請 求 人 に 対 し 、 平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ８ 日 付 け で し た 生 活 保 護 変 更 申 請 却

下 処 分 は 、 こ れ を 取 り･消 す ．　　 △　　　　 ｊ

第 １

．１

理　　 由

審査請求の趣旨及び審査睥求人の主張　　　　 ．．　・．･･　　　･．・
．審査請求の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∇
審査請求人（以下「請求人」という6）は、処分庁が平成２３年９月８

日付けで請求人に対して行った生活保護変更申請却下決定（以下「本件処
分」･という．）について不服があるとしl その取消しを求めて本件審査請
求を提起したもめである．　　　　　　　レ ＼　　　　　卜　／



用
言

２　請求人の主張　　　　　　　　　　　 ：
審査請求書によると、請求人は、概ね次の理由から本件処分は不当七あ

ると主張する。　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　二
請求人が居住するアパ｡ヽ－卜の窓ガラスが破損したため行った住宅補修の
申請に対し、処分庁が、「自己破損だから」という理由で却下したことは
不当である。∧卜

第２

１
処分庁め弁明の趣旨及び主張　　　　 へ
処分庁の弁明の趣旨　　　　　 へ
∧「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。

２　処分庁め主張　　　　　　 卜　　　　･･. ・..　　　・.･
ガラス破損は自己破損であると判断して一時扶助申請を却下した．

第３　審査庁の認定事実及び判断二
１　認定事実ペ　　　　　　ダ
（1）請求人は、平成２１年１月２９日から

こ居 住 しして い る 。

冫

（2）請求人は、平成２３年６月２１日に処分庁に、「先日、自宅の窓ガラ
スが割られたので修理費用･を出してもらえないか」という相談をした。

（3）この相談に対し処分庁は、不可抗力により破損したものであれば費用
を出せるかもしれないが、その証明がなされないのであれば認められな
いと回答した。　　 十　　　　　　　｡･

（4）請求人は、平成２３年７月１日に生活保護変更申請書ダ（住宅補修）をｇ　　　　　　　　　　　　・　　　　。 ●。
処分庁に提出した。つ　　　　　　　　卜　∠

（5）処分庁は√住宅補修の申請について却下することを決定し、平成ﾚ２３
万年９月８日付けで誚求人に「一時扶助申請却下通知書」を交付した。`却
下の理由は、「自己による破損のだめ」であった。　　十　　　／

２　 判 断　　　　　　　　 二　　　　.･･･. ・　　　　　　　　　　　　　　･･

本 件 に お い て は 、 請 求 人 の 主 張 を ①‘「 自 己 に よ る 破 損 の た め 」 と い う 却

下 理 由 が 法 に 照 ら し て 適 切 で あ る か （ 実 質 的 審 査 ）、 ② 「 自 己 に よ る 破 損
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　Ｉ　　●　　　１　　　　　　．　　　　　　１

め た め 」 と い う 却 下 理 由 が 処 分 の 理 由 附 記 と し て 適 切 で あ る か （ 形 式 的 審

査 ） の 二 う に 分 け て 判 断 ず る.こ と と す る
○　　　　　　　　　　・

①について　　　　　　　　　　 ＼　 工
法第２条は、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、

の法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と規定し。
活に困窮する日本国民で･法第４条第１項等の要件を満たしている者は、
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護を要する状態に立ち至った原因の齟何等にかかわらず保護を受けること
が出来ると解される。（無差別平等の原理）　　　　　 ソ　　レ
この原理は、生活保護を申請する者はもとより、生活保護を受給中の者

にも当然適用されるものである。　　　　　　　　　 、ヽ　十
以上を本件について見ると、処分庁は、窓ガラスの破損を請求人自身に
よるものと認定し、「自己による破損のため」という理由で本件処分を決
定している。　　　　　　　　　　　ツ　＜　　　　　　　　／
しかしながら、上記無差別平等の原理により、保護は十「保護を要する状

態に立ち至った原因の如何等にかかわらず」行われるべきであり｡、保護変
更申請の原因である窓ガラスの破損が･、「自己による」か」他者による」
かだけでぱ処分の根拠として不適切である√　　　　　 十

② に つ･ い て ダ　　 十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▽　　 、

法 第24 ．条 第 ５ 項 で
準 用 す る･ 同 条 第 ２ 項 は 、r 前 項 の 書 面 に は 、 決 定 の

理 由 を 附 ざ な け れ ば な ら な い 。 」 と し 、 保 蜑 の 変 更 申 請 に 対 す る 決 定 通 知

■　　　　　　 ¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　１
へ の 理 由 附 記 を 求 め て い る 。 と の 決 定 の 理 由 の 附 記 に つ い て は 、 単 に 根 拠

。　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ”　　　　Ｉ
規 定 を 示 す だ け で は 不 十 分 で あ りﾚ ｔ ど のy よ う な 事 実 に 基 づ い て 、i ど の よ う

な 法 的 理 由 （ 処 分 の 要 件 ） に よ り 当 該 処 分 が 行 わ れ た め か 相 手 方 に お い て

十 分 認 識 し 得 る 程 度 に ポ ず こ と が 必 要 と 解 さ れ る 。　 十　　　　 ＼

本 件 に お け る 処 分 庁 の 却 下 理 由 は 、 上 記 、 理 由 附 記 の 必 要 要 件 を 満 た し

て お ら ず 、 不 適 切 と 判 断 せ ざ る を 得 な い 。　　　　　　
‥

‥
‥

３　結論 二　　 ／
＼以上のとおり、=請求人の主張には理由がある。よ七)てご行政不服審査法
第４０条第３項の規定に基｡づき、主文のとおり裁決す忝。　 ＼　　　：
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こ め裁 決 に 不 服 が あ る 場合 に は 、 こ の裁決 書が到着 した 日の翌 日から起算 し
¶　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”て ３ ０ 日以 内 に厚 生 労 働 大臣 に 対 し 再 審査請 求を するこ とがで きます （なお 、

裁決｡が あ っ た こ とを 知 づた 日 の 翌 日から起算して ３０ 日以内 であっ て も、裁決
があった 日の 翌IEiか ら 起算Tし て １ 年 を経 過 す る と再 審 査請 求をす るこ とができ

なくなります。）。 イ　　　　　 ス　　万　　　匸　・
ま た、この裁決 については、 この裁 決があづ:た こ と を 知 っ｡だtEIの 翌 日か ら 起

算 しで ６ か月 以 内に 、この裁決９ 前提 となる決定をした㎜ を被告 として（訴

歡 におい て㎜ を作表す る者 蹂㎜ 長となります。? 決 定 の 謦 消 し の?tli f?ｻ

を 、 あ るい は 大 分 県 を被 告 ど し て （訴訟 におい て大分 県を代表す る者 は大分 県

知事 とな ります。）こめ裁決の取消7し の訴 え を 提 起す る こ｡と がで き ま す （なお 、

裁 決 が あ っ たことを知った日の’翌 日から起算 して６か月以 内であって も√裁決
・　　　　　　　　　J･●　　　　｡　　　　　　　　　　　　－　　　　　　■があっ た 日め翌 日から起算して１年を経過す ると決 定及 び裁決の取 消しの訴 え

をすることができなくなります。）。　　　　 ’　　　　　 ダ　 犬　　 卜

平成２４年１月９日

審査庁 大分県知事 広 瀬･j 勝


